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議会運営委員会 
 

日 時   平成２８年９月２８日（水） 午後  時  分～ 

場 所   第３委員会室 

 

 

１ ９月定例会閉会日（９月２９日）日程等について 

 

（１）会議予定 午前１０時～ 

①常任委員会 ［委員長報告確認（委員会室）］ 

②決算分科会委員長会議 ［委員長報告確認（副議長室）］ 

③京都スタジアム(仮称)検討特別委員会 ［委員長報告確認（全員協議会室）］ 

～議会運営委員会事前調整～ 

④議会運営委員会 

⑤会派会議 

⑥本会議 ［議案採決］ 

 

（２）議事日程 

  諸報告（会議録措置） 

  第１ 第１号議案から第５６号議案まで（委員長報告～表決） 

第２ 議第１号議案（委員長報告～表決） 

第３ 意見書案について（質疑、討論、表決） 

第４ 人権擁護委員候補者の推薦について 

第５ 議員の派遣について（表決） 

  ※議事終了後、全国市議会議長会表彰伝達 

 

（３）討論通告期限 

９月２８日[本日]午後４時まで 

 

 

２ 人事議案について 

 

 

３ 意見書案について 

○１件【別紙№１】 

  ○発議者の決定 

 

 

 

 

【裏面に続く】 
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４ 議員の派遣について 

 ○全国都市問題会議 

（期間）１０月６日～７日 （派遣場所）岡山市 

（参加議員）田中議員、山本議員、福井副議長、菱田議員、小島議員、湊議員 

○近畿市議会議長会 

（期間）１０月１８日 （派遣場所）大津市 （参加議員）西口議長 

○平成２８年度市町村職員等共同研修 

（期間）１０月２５日 （派遣場所）京都市 

（参加議員）三上議員、冨谷議員、小川議員、奥野議員、平本議員 

 

 

５ 議会運営の留意事項について【別紙№２】 

 

 

６ 広報広聴会議の報告について 

（１）議会報告会【別紙№３】 

（２）わがまちトーク（自治会版）【別紙№４】 

（３）次回の議会報告会 

（日程）１１月８日（火）午後８時から 

（場所）市役所市民ホール 

    （内容）決算審査の報告 

 

 

７ 次回定例会日程について 

  ○日程案【別紙№５】 

 

 

８ その他 

（１）常任委員会の日程 

    総務文教常任委員会（月例） １０月２１日（金）１３：３０～ 

    環境厚生常任委員会（月例） １０月２６日（水）１３：３０～ 

    産業建設常任委員会（月例） １０月１７日（月）１０：００～ 

（２）次回議会運営委員会（基本条例検証）の日程 



議会運営の留意事項について 

（参考）地方議会運営辞典、議会運営の実際 
 

１ 一般質問について 

（１）一般質問とは 

議員が、その属する地方公共団体の行政全般にわたり、執行機関に対し、事務の執

行の状況及び将来に対する方針等について所信を質し、あるいは報告、説明を求め又

は疑問を質すもの。 
（２）通告制を採用する理由 

通告によらない場合、執行機関で十分な答弁の準備ができず、議員にとっても不満

足な答弁しか得られないという問題が生じ、充実した能率的な議会運営ができなくな

るため、通告制を採用している。 
（３）通告にない質問をした際の取り扱い 

 執行機関は通告にない質問を受けたとき、答弁を留保することについてはやむを得

ないと解されている。通告制を採っている以上、質問は通告した事項を中心とするべ

きである。議員が通告事項以外について論及する場合、議長は注意を促す。それでも

通告外の事項について質問を続ける場合、議長は発言を禁止することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ～事務局のみ～ 

通告にない事項について、いっさい質問できないかと言えば、良識の問題、程度の問題と

なり多少であれば質問も可能であると解されている。しかし、市長に対する見解を求める場

合などは、執行部も答弁できる余地があるが、詳細な数字についての答弁、新たな項目を追

加しなければならないような内容について、（特に部長等に）答弁を求めることは事実として

困難であり、認めるべきではない。また、９月定例会でみられた事例として、議長が通告に

ない内容や発言時間がない場合に質問者の発言を制止しているにもかかわらず発言すること

は、公平な議会運営や合議体としての議会のあり方を考えたとき、厳に慎むべきである。

亀岡市議会会議規則 

（一般質問） 

第 62 条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。 
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。 
 
先例・申合せ 

118 一般質問の項目は、具体的に通告する。 
○一般質問の項目は細分化し、具体的に記載する。「その他」「等」の表現は用いない。 
○一般質問の項目は、市政における一般事務に限る。 
○一般質問の項目は、重複のないよう会派内で調整を行う。 



２ 質疑について 
（１）質疑とは 

 議題となっている案件について、提案者の趣旨説明があった後、当該案件について

疑義を質すもの。 

（２）質疑の目的 

 議題となっている案件について不明確な点について、提出者の説明や意見を質すた

めのものである。従って、質疑にあたっては自己の意見を述べることができない。委

員会付託前に議員全員で案件の内容を聞き、疑義を解明し、ある程度の共通理解を持

つことをねらいとしている。詳細な質疑は委員会審査の中で行う。 

また、発言についての一般原則である、「発言内容の制限」（＝議題外にわたり又は

その範囲を超えてはならないこと）が適用されることにも留意しなければならない。 

（３）委員長報告に対する質疑 

委員会に付託した案件については、委員長に委員会の審査及び報告内容に関し、疑

義を質すために質疑を行うこととしている。案件自体に質疑するものではないことに

も留意する必要がある。 

 

 
亀岡市議会会議規則 

（発言内容の制限） 

第 55 条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはなら

ない。 

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発

言を禁止することができる。 

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。 

（質疑の回数） 

第 56 条 質疑は、同一議員につき、同一議題について 3回を超えることができない。ただ

し、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。 



３ 討論について 

（１）討論とは 

 表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明する

こと。討論の際、賛否の意見を明確に述べなければならない。 

（２）討論の意義 

 単に自己の賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手に自己の意見

に同調させようと努めることを意義としている。 

（３）討論の制限 

 討論は、自己の賛否の意見の表明であり、賛否いずれともつかない討論はあり得な

いものと解される。 

（４）討論の原則 

 ア 討論一人一回の原則 

 イ 討論交互の原則 

 

 

 

 

 

４ 発言（質問、質疑、発言等含む）の原則について 

（１）議長の許可を得て初めて発言できる。許可がない場合は「不規則発言」となる。 

（２）発言は簡潔明瞭に分かりやすく意を尽くさなければならない。 

（３）会議の議題に即した発言でなければならない。 

（４）冗長に渡ってはならない。 

亀岡市議会会議規則 

（討論の方法） 

第 53 条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、な

るべく交互に指名して発言させなければならない。 



議会報告会（市民ホール） 

 

開 催 次 第 

 

司 会 (広報広聴会議委員長) 

 

１ 開  会                          １分 

 

１ 開会挨拶                     (議長)  ３分 

 

１ 出席議員紹介                         

 

１ 議会報告 

 

  ① 決算特別委員会                (委員長) １７分 

 

  ② 総務文教常任委員会              (委員長)  ５分 

 

③ 環境厚生常任委員会              (委員長)  ５分 

 

④ 産業建設常任委員会              (委員長)  ５分 

 

⑤ 京都スタジアム（仮称）検討特別委員会    （委員長）  ３分 

 

 

１ 質疑応答                          ２０分 

 

１ 閉会挨拶              (広報広聴会議委員長)   １分 

 

１ 閉  会 

 

           ＊ 受付担当   （冨谷）（並河） 

           ＊ 写真担当   （竹田）（奥村） 

           ＊ 要約筆記担当 （奥村）（冨谷） 

＊ マイク担当  （並河）（冨谷） 

           ◎ 集合時間   １９時 



開催日・会場
千歳町　10.27(木）

20:00～
（千歳町自治会館）

本梅町　10.29(土）
13:30～

（ほんめ町ふれあいセン
ター）

千代川町　1.14(土）
20:00～

（千代川町自治会館）

東本梅町　1.17(火）
20:00～

（東本梅町ふれあいセン
ター）

畑野町　1.18(水）
20:00～

（畑野町公民館）

司　会

開会挨拶

総務文教常任委員会 石野議員 三上議員 山本議員 奥野議員 奥野議員

堤議員 奥野議員 竹田議員 田中議員 木曽議員

環境厚生常任委員会 酒井議員 奥村議員 小川議員 平本議員 奥村議員

馬場議員 冨谷議員 平本議員 福井副議長 馬場議員

産業建設常任委員会 並河議員 並河議員 小島議員 齊藤議員 藤本議員

明田議員 齊藤議員 湊議員 菱田議員 湊議員

閉会挨拶

受付担当

写真担当

要約筆記担当

マイク担当

会場責任者

広聴部会 奥村議員 菱田議員 冨谷議員、並河議員 奥村議員 竹田議員

集合時間 19:00 12:30 19:00 19:00 19:00

事務局

わがまちトーク班編成及び役割分担



（会　期　１８日間）

 日  曜日 行　　 　　事 備　　　　考

11/25 金 市長・議長議案調整、議運事前調整 議員団研修（午後）

２６ 土

２７ 日

２８ 月 定例会招集告示、議会運営委員会 幹事会、会派会議

２９ 火

３０ 水

12/1 木

２ 金

３ 土

４ 日

５ 月
定例会開会
＜一般質問通告期限：12:00　請願書提出期限：17:00＞

６ 火

７ 水

８ 木

９ 金

１０ 土

１１ 日

１２ 月

１３ 火
一般質問、議会運営委員会(追加議案)
＜質疑通告期限：一般質問終了時＞

幹事会

１４ 水 一般質問

１５ 木
一般質問（追加議案提案）
総務文教常任委員会、本会議再開（採決）

総務文教常任委員会審査、
本会議採決（給与関係議案）

１６ 金 総務文教常任委員会（予定）

１７ 土

１８ 日

１９ 月 環境厚生常任委員会（予定）

２０ 火
産業建設常任委員会（予定）
＜意見書提出期限：委員会終了時＞

２１ 水 委員会予備日、議運　＜討論通告：16:00＞ 幹事会、会派会議

２２ 木 常任委員会、議運、定例会閉会 幹事会、会派会議

※一般質問順序　　１公明　２新清流　３共産　４緑風　

　平成２８年１２月亀岡市議会定例会日程（案）


